
橋北地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３７８７
ＦＡＸ ３３０－０２２０

令和３年 １１月 ５日 № 15

kyohoku.sakura.ne.jp

橋北地区ホームページ

回
覧

－１－

日 時：１２月７日（火） １０：００～１１：３０
場 所：橋北地区市民センター ２階 会議室
講 師：諸岡 幸子（もろおか さちこ）さん、

永田 奈美（ながた なみ）さん
定 員：２０名
参加費：６００円

マスクの着用をお願いします。

１１月１６日（火）より、橋北地区市民センターにて受付を
開始します。お電話・窓口にてお申込み下さい。

橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７
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企画

第４弾！ クリスマス飾りづくり講座
今回は、サンタさんが道に迷わないように空に浮かばせたキャンドルをイメージしたリー

スを作ります。オリジナルリースをお部屋に飾って素敵なクリスマスを過ごしませんか。

＜アレンジの概要（写真参照）＞
タイトル：『闇夜を照らして』
サイズ：枠の大きさ

たて：約３０cｍ
よこ：約２４cm
奥行：約４cm
リースの大きさ
外径の直径：約１５ｃｍ

１０月２８日（木）文化会館において、「令和３年度 四日市市自治会長大会」が開催され、
永年、自治会長として地域の発展・住民福祉向上に尽力された方が表彰されました。

表彰 おめでとうございます！

勤続１０年 新浜町西南自治会長 田中 敏夫（たなか としお）さん
滝川町第二自治会長 皆川 克久（みながわ かつひさ）さん
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子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、平
成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。

日 時：１２月４日（土） １３：００～１６：００
（講習会のみの方は１４：３０終了）
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。

場 所：三浜文化会館 ２階 視聴覚室
定 員：会場の都合により、２０名程度といたします。（先着順に受け付けます）
申込方法：電話にてお申し込みください。
保 育：あり/無料 ※事前にお申し込みください。

〈お申込み・お問合せ〉四日市市ファミリー・サポート・センター
ＴＥＬ：３２３－００２３

○子どもへの体罰は法律で禁止されています○

～これらは全て体罰です～
・言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
・宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった

体罰は子どもの心身を傷つけます。
体罰が繰り返されると子どもの成長発達に悪影響が生じます。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談を！

●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談

四日市市こども家庭課 : ０５９－３５４－８２７６

●児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９
いちはやく



◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を停止
します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

◆コンビニ交付サービスの一時停止について

メンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

一時停止日時① ・１１月１３日（土）終日
・１１月１４日（日）終日
・１１月３０日（火）１９：００以降

停止するサービス ・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本）
・戸籍の附票の写し

※住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書は交付可能。

一時停止日② ・１２月２３日（木）終日

停止するサービス ・すべての証明書

〈お問合せ〉 市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

上下水道局生活排水課では職員を募集しています

業務内容：下水道未接続家屋の接続促進
合併処理浄化槽への転換促進及び法定検査受検の啓発・指導

勤 務 日：平日（遅番あり）及び土・日曜日 シフト制（月１７日程度）
勤務時間：平日、土・日曜日 ８：３０～１７：１５

平日遅番 １１：００～１９：４５ ※１時間休憩あり
時 間 給：９２０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
応募用件：ワード、エクセルの操作ができる方、普通自動車免許所有
応募期間：１１月５日（金）～ ＊定員（２名）になり次第、募集を終了します

〈お問合せ〉 生活排水課 ＴＥＬ：３５４－８４０２（必要書類等を説明）

自動車文庫
１１月３０日（火）

橋北地区市民センター １０：００～１０：４０
滝川公園 １０：５０～１１：２０
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臨時休業：１１月１３日（土）、１１月１４日（日）終日
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こんなゴミは集積所に

最近、「ごみの正しい出し方」のルールを守らない人たちにより、集
積所がごみ捨て場となり、近くの家などに迷惑をかけるケースが増えて
います。

事業者から出るごみは、ごみ集積所に出せません。
行政の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者や産業廃棄物収集運搬業

者に、事業者からごみ収集を依頼してください。

ごみ集積所は、地元の自治会で維持管理されています。
通勤途上などで、他地区にごみを置いて行く人が見られますが、ごみ

は自分の町内で決められた集積所に出してください。

収集してきれいになった集積所に、「わたし一人くらいは」という気
持ちでごみが出されると、そのごみが引き金となり、いつもごみが出さ
れる状態となります。
ごみは、決められた曜日の朝８時３０分までに出してください。

事業活動から出るごみ

他地区からの持ち込みごみ

収集日以外に出されるごみ


